
<特許権者の主な主張>  

・Dr.Freeman及びDr.Woodの貢献は、クレームの主題から遠く離れている。 

・Dr.Freeman及びDr.Woodの貢献は、 2000年10月に”Journal of Ecperimental Medicineで公開されたことから、本件発明の着想前に公知であった。 

・本件発明は、本件出願前にファイルされたDr.Freeman及びDr.Woodの仮出願に係る発明に対して新規性および非自明性が認められている。 

<ＣＡＦＣの主な判示事項> 

・共同発明者は、（１）着想または発明の実施にある程度有意な程度に貢献し、（２）発明全体に対して質的に些細ではない程度に貢献し、（３）周知の概念、及び／又

は、最先端の技術水準を真の発明者に対して説明する以上に関与しなければいけない。 

・「Dr.Freeman及びDr.Woodは本発明の着想に至る実験に参加していなかった」と小野製薬は主張するが、共同発明者は着想すべてに貢献する必要はない。 

[米国判例] 共同発明者要件の指針となるCAFC判決 

・ 2018年ノーベル生理学・医学賞受賞者である本庶佑氏を発明者とする6件の米国特許（特許権者：小野製薬工業株式会社）において、Dr.Freeman及びDr.Woodが

共同発明者になると判示したCAFC判決（判決日：2020年7月14日）。 

・共同発明者要件に関する一つの指針となる判決。 

１．判決要旨 

２．事件の概要  Dana-Farber Cancer Institute, Inc. v. Ono Pharmaceutical Fed. Cir No.2019-2050, Decided: July 14, 2020） 
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